
提出課：

74

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 20 衛生費 項 5 保健衛生費 目 1

1140

県支出金 その他 一般財源

1,680 406 54 408

1月にかかる費用・・・190,000円 1,680千円

（入院代150,000円　+　食事・生活代40,000円）

190,000円×12か月＝2,280,000円（決算見込）

補正予算額＝決算見込額-当初予算額

　　　　　　　 ＝2,280,000円-600,000円

　　　　　　　 ＝1,680,000円

【特定財源】

・国・・・未熟児養育医療費等国庫負担金（1/2）

・県・・・鳥取県未熟児養育事業負担金（1/4）

扶助費

未熟児養育医療給付事業

事業番号

国庫支出金

812

地方債
今回補正額

今回補正額の財源内訳

今回補正額の経費内訳補正理由・事業概要

補正前

601

事業名 未熟児養育医療給付事業

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする
乳児に対し、入院治療に要する医療給付を行うもの。
（退院未定のため、長期療養が必要となる予定）

議案説明資料

令和６年第４回定例会

令和６年度大山町一般会計補正予算（第3号）

こども課

保健衛生総務費

議案番号

・その他・・・未熟児養育医療自己負担金

扶助費
国 県 その他 一般財源 合計

決算見込分 1,042,000 521,000 194,000 523,000 2,280,000
当初予算分 230,000 115,000 140,000 115,000 600,000
今回補正予算 812,000 406,000 54,000 408,000 1,680,000


